
平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日
受
領

答

弁

第

四

三

一

号

内
閣
衆
質
一
七
四
第
四
三
一
号

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
浅
尾
慶
一
郎
君
提
出
外
国
人
学
校
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
尾
慶
一
郎
君
提
出
外
国
人
学
校
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
外
国
人
学
校
」
が
、
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
又
は
第
六
十
四
条
第
四

項
に
規
定
す
る
法
人
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百

三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
と
し
て
認
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
当
該
教
育
施
設
に
対
す
る
公
費
の
助
成

に
関
し
て
は
、
同
法
に
よ
る
学
校
の
閉
鎖
命
令
、
私
立
学
校
法
に
よ
る
法
人
の
解
散
命
令
、
私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和

五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
収
容
定
員
の
是
正
命
令
、
予
算
の
変
更
勧
告
、
役
員
の
解
職
勧
告
等
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
特
別
の
監
督
関
係
の
下
に
置
か
れ
る
教
育
の
事
業
は
、
御
指
摘
の

「
外
国
政
府
か
ら
の
支
援
」
等
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
第
八
十
九
条
に
い
う
「
公
の
支
配
」
に
属
す
る
と
解
さ
れ

る
。な

お
、
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
（
以
下
「
就
学
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
は
、
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の

不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
給
権
者
（
以
下
単
に
「
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
生
徒
又
は
学
生
個
人
に
対
し
て
行

一



わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
設
置
者
が
、
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
受
給
権
者
に

代
わ
っ
て
就
学
支
援
金
を
受
領
し
、
そ
の
有
す
る
当
該
受
給
権
者
の
授
業
料
に
係
る
債
権
の
弁
済
に
充
て
る
か
ら
と
い
っ
て
、

御
指
摘
の
「
教
育
事
業
へ
の
公
費
の
支
出
」
に
当
た
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
我
が
国
に
居
住
す
る
外
国
人
を
専
ら
対
象
と
す
る
各
種
学
校
の
う
ち
、

そ
の
在
学
す
る
生
徒
が
就
学
支
援
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収

及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
文
部
科
学
省
令
第
十
三
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
都
道
府

県
知
事
が
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

我
が
国
に
居
住
す
る
外
国
人
を
専
ら
対
象
と
す
る
各
種
学
校
で
あ
っ
て
規
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
文

部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
の
う
ち
、
個
人
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
と
し
て
平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日
現
在
で
文
部

科
学
省
が
把
握
し
て
い
る
も
の
は
、
一
校
で
あ
る
。
ま
た
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
で
あ
っ
て
我
が
国
に
居
住
す
る
外
国

二



人
を
専
ら
対
象
と
す
る
も
の
以
外
の
も
の
の
う
ち
、
そ
の
在
学
す
る
生
徒
が
就
学
支
援
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、

同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
専
修
学
校
の
高
等
課
程
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
個
人
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
と
し
て
平
成
二
十
一
年

五
月
一
日
現
在
で
文
部
科
学
省
が
把
握
し
て
い
る
も
の
は
、
四
十
校
で
あ
る
。

三


